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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安定性の向上を図った足場用建枠、及び足場構
造を提供する。
【解決手段】足場用建枠１は、建築物の周囲に設置され
、上下に立設される一対の縦材４と、一対の縦材を連結
する横架材５と、横架材より下方に設けられて縦材及び
横架材を補強する補強材６と、を備え、横架材は、一対
の縦材の上下の中心位置より下方に位置している。手摺
りプレースの設置位置を高くでき、また重心が低くなる
ので、足場用建枠の安定性の向上を図ることができる。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の周囲に設置される足場用建枠であって、
　上下に立設される一対の縦材と、該一対の縦材を連結する横架材と、前記横架材より下
方に設けられて前記縦材及び前記横架材を補強する補強材と、を備え、
　前記横架材は、前記一対の縦材の上下の中心位置より下方に位置していることを特徴と
する足場用建枠。
【請求項２】
　請求項１に記載の足場用建枠を有する足場構造であって、
　前記足場用建枠が複数設けられ、
　前記足場用建枠の前記一対の縦材が上下に立設され、所定の方向に間隔をあけて設置さ
れた状態で、隣接する前記足場用建枠の前記横架材間に架け渡される足場板と、
　隣接する前記足場用建枠の前記縦材間に設置される手摺りブレースと、を備え、
　前記足場用建枠は、前記補強材が前記横架材より下方に位置するように設置されている
ことを特徴とする足場構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、建築現場等に使用する足場用建枠、及び足場構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　戸建住宅やマンション等の建築物の施工工事に枠組足場が構築されることがある（例え
ば、特許文献１参照）。図１０は、特許文献１に示された従来の枠組足場１００を示す正
面図であり、図１１は、従来の枠組足場１００を示す側面図である。このような従来の枠
組足場１００は、図１０に示すように、Ｈ型建枠１０１、手摺枠１０２及び、足場板１０
３（布板）等を用いて構築される。Ｈ型建枠１０１は、図１１に示すように、一対の縦柱
１０４、１０４と、一対の縦柱１０４、１０４を連結する横桟１０５と、を有して構成さ
れている。図１１では足場板１０３は省略されている。手摺枠１０２は、Ｈ型建枠１０１
の一対の縦柱１０４、１０４間に、上下に二枚並べて固定される。
【０００３】
　従来の枠組足場１００は、まず、建築物Ｂ（図１１に示す）の外壁Ｗに沿って所定の間
隔をあけてＨ型建枠１０１を立設させて固定した後、手摺枠１０２を建築物Ｂの外壁Ｗと
対向する格好でＨ型建枠１０１間に設置する。さらに、Ｈ型建枠１０１の横桟１０５上に
足場板１０３を架け渡すことで枠組足場１００の一段目を構築する。このような従来の枠
組足場１００は、手摺枠１０２、足場板１０３の順で構築されることで、作業者は手摺枠
１０２が既に設置された場所で、枠組足場１００の構築作業を行うことができる。これに
より作業者の落下防止等の安全が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２７５７３８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の枠組足場にあって、Ｈ型建枠（足場用建枠）は、特に作業者が所
定の場所まで持ち運ぶ際や、既に設置されたＨ型建枠の上に作業者が持ち上げる際の安定
性が得られ難かった。
【０００６】
　本考案の目的は、安定性の向上を図った足場用建枠を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記目的は、以下の本考案によって解決される。
　即ち、本考案は、建築物の周囲に設置される足場用建枠であって、
　上下に立設される一対の縦材と、該一対の縦材を連結する横架材と、前記横架材より下
方に設けられて前記縦材及び前記横架材を補強する補強材と、を備え、
　前記横架材は、前記一対の縦材の上下の中心位置より下方に位置していることを特徴と
する足場用建枠である。
【０００８】
　本考案の足場構造は、前記足場用建枠が複数設けられ、
　前記足場用建枠の前記一対の縦材が上下に立設され、所定の方向に間隔をあけて設置さ
れた状態で、隣接する前記足場用建枠の前記横架材間に架け渡される足場板と、
　隣接する前記足場用建枠の前記縦材間に設置される手摺りブレースと、を備え、
　前記足場用建枠は、前記補強材が前記横架材より下方に位置するように設置されている
ことを特徴とする足場構造である。
【０００９】
　これによれば、横架材が、一対の縦材の上下の中心位置より下方に位置していることで
、横架材から縦材の上端までの寸法を大きく確保することができる。これにより、手摺り
ブレースの設置位置を高くすることができるから、作業者の安全性の向上を図ることがで
きる。
【考案の効果】
【００１０】
　本考案によれば、足場用建枠の横架材が、一対の縦材の上下の中心位置より下方に位置
していることで、重心が低い位置にされるから、足場用建枠の安定性の向上を図ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本考案の第１実施形態に係る足場用建枠が適用された足場構造を示す正面図であ
る。
【図２】前記足場構造の側面図である。
【図３】前記足場用建枠を示す平面図である。
【図４】前記足場構造を構成する手摺りブレースを示す平面図である。
【図５】前記手摺りブレースが折り畳まれた状態を示す平面図である。
【図６】前記手摺りブレースを構成する固定材を示す平面図である。
【図７】前記足場構造の組立て手順を説明するための図である。
【図８】本考案の第２実施形態にかかる足場用建枠を示す平面図である。
【図９】本考案の第３実施形態にかかる足場用建枠を示す平面図である。
【図１０】特許文献１に示された従来の枠組足場を示す正面図である。
【図１１】前記従来の枠組足場を示す側面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
（第１実施形態）
　以下、本考案の第１実施形態に係る足場用建枠が適用された足場構造を、図１～７を参
照して説明する。
【００１３】
　足場構造１０は、図１、２に示すように、建築物Ｂの外壁Ｗの補修工事を行う際の足掛
かりとして構築される構造であり、不図示の足場つなぎを介して建築物Ｂに固定される。
さらに、足場構造１０には、建築物Ｂの周囲を覆うようにネットが取り付けられる場合も
ある。
【００１４】
　足場構造１０は、図１に示すように、上下（鉛直）方向に延在するように立設支持され
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る複数のＨ型建枠１（足場用建枠）と、建築物Ｂの外壁Ｗに対向して設けられる複数の手
摺りブレース２と、長方形板状の複数の足場板３等と、を有して構成されている。図２に
おいて、足場版３は省略されている。Ｈ型建枠１は、図１、２に示すように、連結具４０
を介して、他の（上方の）Ｈ型建枠１に連結される。
【００１５】
　Ｈ型建枠１は、図３に示すように、一対の脚柱材４、４（一対の縦材）と、一対の脚柱
材４、４を連結する横架材５と、補強材６と、を有して構成されている。Ｈ型建枠１は、
一対の脚柱材４、４の軸が略鉛直となるように立設され、横架材５の軸が建築物Ｂの外壁
Ｗに対して直交する向き（前後方向Ｘ）で、建築物Ｂの外壁Ｗに沿って左右方向Ｚに所定
間隔（足場板３の長手寸法と略同寸法）をあけて設置される。以下では、脚柱材４ａの軸
方向の一端を「上端４ａ」と記し、他端を「下端４ｂ」と記す場合がある。横架材５は、
軸が脚柱材４ａの軸に直交する格好で、一対の脚柱材４、４間に固定される。横架材５は
、各脚柱材４の上端４ａと下端４ｂとの中心位置より下端４ｂ側（下方）に固定されてい
る。以下では、Ｈ型建枠１を設置した状態における、各脚柱材４の軸方向（鉛直方向）を
矢印Ｙで示し、横架材５の軸方向（水平方向）を矢印Ｘで示し、これら矢印Ｙと矢印Ｘの
双方に直交する方向を矢印Ｚで示す。なお、本実施形態では、矢印Ｙ方向を「高さ方向」
と記し、矢印Ｘ方向を「前後方向」と記し、矢印Ｚ方向を「左右方向」と記す場合がある
。
【００１６】
　本実施形態では、補強材６は、一対の直線部６Ａ、６Ａと、一対の直線部６Ａ、６Ａ間
に設けられた半円弧部６Ｂと、を有してＵ字状に構成されている。補強材６は、一対の直
線部６Ａ、６Ａが一対の脚柱材４、４それぞれに固着され、半円弧部６Ｂが横架材５に固
着されている。補強材６は、横架材５より下方側に設けられている。
【００１７】
　また、各脚柱材４、４には、手摺りブレース２を係止するための上側係止具４１及び下
側係止具４２が設けられている。上側係止具４１は、下側係止具４２より上方側に設けら
れている。また、上側係止具４１は、各脚柱材４、４の上端４ａから下方に離間した位置
に形成されている。上側係止具４１及び下側係止具４２は、各脚柱材４、４の左右方向Ｚ
の内面から棒状に突出形成されている。上側係止具４１及び下側係止具４２の上下（矢印
Ｙ）の離間寸法は、後述する手摺りブレース２の高さ寸法と略同じ寸法となるように形成
されている。さらに、各脚柱材４、４には、上端４ａと上側係止具４１との間、及び、下
端４ｂと下側係止具４２との間それぞれに、連結具４０が挿入されて上下のＨ型建枠１同
士を連結固定するための固定孔（不図示）が形成されている。
【００１８】
　ここで、Ｈ型建枠１は、図３に示すように、各脚柱材４、４の高さ寸法Ｌ１を１７７５
ｍｍ、各脚柱材４、４の横架材５から上側係止具４１までの寸法Ｌ２を１０５５ｍｍ、各
脚柱材４、４の横架材５から下側係止具４２までの寸法Ｌ３を２２５ｍｍ、各脚柱材４，
４の上側係止具４１と下側係止具４２との間の寸法Ｌ４を８３０ｍｍ、一対の脚柱材４、
４間の寸法Ｌ５を４００ｍｍとなるように形成した。このようにＨ型建枠１は、横架材５
が、脚柱材４、４の上端４ａと下端４ｂとの中心位置より下端４ｂ側（下方）に固定され
ていることで、Ｈ型建枠１の重心が低い位置にされる。さらに、各脚柱材４、４の横架材
５から上側係止具４１までの寸法Ｌ２を１０５５ｍｍとすることで、手摺り高さ（手摺り
材７の設置位置）が足場板３の上方、概ね１０００ｍｍとされ、手摺り高さ（手摺り材７
の設置位置）を作業員の腰の位置近傍にすることができる。
【００１９】
　手摺りブレース２は、図４に示すように、直線状の手摺り材７と、一対の筋かい材８，
８と、手摺り材７の両端部に固定される固定材９と、を有して構成されている。手摺り材
７の軸寸法は、足場板３の長手寸法及び、隣接するＨ型建枠１の左右の離間寸法と略同じ
程度となるように形成されている。手摺り材７の両端部には、図４に示すように、Ｈ型建
枠１の上側係止具４１を挿入させることが可能な挿入孔７ａが形成されている。



(5) JP 3220791 U 2019.4.4

10

20

30

40

50

【００２０】
　一対の筋かい材８、８の各上端は、丸リベット２０（図４に示す）を介して、固定材９
に丸リベット２０の軸（Ｘ方向）を中心として回動自在に支持される。各筋かい材８は、
上端８ａが固定材９を介してＨ型建枠１の上側係止具４１に支持され、下端８ｂに形成さ
れた孔部がＨ型建枠１の下側係止具４２に挿入係止される。そして、一対の筋かい材８，
８は、隣接するＨ型建枠１間に、対角線状に架け渡される。なお、本実施形態では、各筋
かい材８は、丸リベット２０を用いて固定材９に回動自在に支持されているが、本考案は
これに限定されるものではない。筋かい材８を固定材９に回動自在に支持させることがで
きれば、丸リベット２０を用いずともよく、適宜な支持具を用いてもよい。
【００２１】
　固定材９は、図６に示すように、上下の板部９Ａと、左右の板部９Ｂと、を有して平面
視がＬ字状に形成されている。上下の板部９Ａには、Ｈ型建枠１の上側係止具４１を挿入
支持するために上下に延在する長孔９ａが設けられ、左右の板部９Ｂには、丸リベット２
０が挿入される円形のリベット孔９ｂが設けられている。固定材９及び手摺り材７は、手
摺り材７の挿入孔７ａと、固定材９の長孔９ａとが連通する位置で固着されている。
【００２２】
　このような手摺りブレース２は、使用時には、図４に示すように、一対の筋かい材８，
８が対角線状に架け渡され、非使用時には、図５に示すように、一対の筋かい材８，８は
丸リベット２０の軸を中心として回動されて、手摺り材７に重ねられる。こうして、手摺
りブレース２は、非使用時に棒状にすることができる。即ち、手摺りブレース２は、非使
用時に棒状にされることで、持ち運びがし易くなるように構成されている。
【００２３】
　足場板３は、厚さが一定の長方形板状に形成されている。足場板３は、所定の幅寸法を
有して構成され、Ｈ型建枠１の一対の脚柱材４、４の離間寸法に応じて、１または複数枚
を組み合わせて用いられる。本実施形態では、足場板３はＨ型建枠１の一対の脚柱材４、
４間に１枚設置されている。
【００２４】
　このような足場構造１０の構築手順を、図７を参照しながら説明する。まず、建築物Ｂ
の外壁Ｗに沿って、左右方向Ｚに所定間隔をあけて、複数のＨ型建枠１Ａ（１）を設置す
る。各Ｈ型建枠１Ａは、設置面に敷板ＰやジャッキベースＪを介して、脚柱材４、４の軸
が上下方向Ｙで、横架材５の軸が左右方向Ｚとなる格好で設置される。この際、Ｈ型建枠
１Ａは、補強材６が横架材５の下方に位置する格好で持ち運ばれる。次に、手摺りブレー
ス２において連通状態にある挿入孔７ａ及び長孔９ａを、各上側係止具４１に挿入し、筋
かい材８の下端８ｂを隣接するＨ型建枠１Ａの各下側係止具４２に挿入係止する。こうし
て、隣接するＨ型建枠１Ａ間に手摺りブレース２を設置する。この後、足場板３を隣接す
るＨ型建枠１Ａの横架材５間に架け渡す。こうして、一段目の足場構造１０を建込む。こ
の際、足場板３より上方に手摺りブレース２が設置されている。次に作業者は、足場板３
に上がって、新たなＨ型建枠１Ｂ（１）を一段目のＨ型建枠１Ａの上方に連結具４０を介
して固定する作業を行うが、既に手摺りブレース２が設置されていることで、作業者の腰
の位置近傍に手摺り材７が位置しかつ前後方向Ｘの両側に手摺りブレース２が設置された
場所で、足場構造１０の構築作業を行うことができる。このように、作業者は、手摺り材
７及び一対の筋かい材８、８が既に設置された場所で、新たなＨ型建枠１Ｂを建込むこと
ができるから安全性の向上が図られる。この後、Ｈ型建枠１Ｂを一段目のＨ型建枠１Ａの
上方に連結具４０を介して固定し、隣接するＨ型建枠１Ｂ間に手擦りブレース２を設置し
、足場板３を架け渡して、二段目の足場構造１０を建込む。この作業を、予め決められた
段数分だけ繰り返すことで足場構造１０を構築する。
【００２５】
　足場構造１０を解体する場合には、解体する最上階の段より一つ下の段の足場板３に乗
って、上方の足場板３を撤去する。全ての足場板３を撤去した後、Ｈ型建枠１Ｂ（１）の
下側係止具４２の手摺りブレース２に対する係止を解除し、再度係止しないようにＨ型建
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枠１Ｂから引き離しつつ、棒状の解体治具（不図示）を用いて上側係止具４１の係止を解
除して、手摺りブレース２をＨ型建枠１Ｂから取り外す。この際、作業者は、一つ下の段
の足場板３に乗っているので、作業者の腰の位置近傍に手摺り材７が位置しかつ前後方向
Ｘの両側に手摺りブレース２が設置された場所で、上方の手摺りブレース２を取り外す作
業を行うことが出来る。この後、最上階の段にあるＨ型建枠１Ｂを取り外して、撤去する
。この際、Ｈ型建枠１Ａは、補強材６が横架材５の下方に位置する格好で持ち運ばれる。
すべてのＨ型建枠１Ｂを撤去して、最上階の足場構造１０を解体する。この作業を繰り返
すことで、足場構造１０を解体する。
【００２６】
　上述した実施形態によれば、Ｈ型建枠１は、横架材５が、脚柱材４、４の上端４ａと下
端４ｂとの中心位置より下端４ｂ側（下方）に固定されていることで、Ｈ型建枠１の重心
が低い位置にされる。これにより、Ｈ型建枠１の安定性の向上が図られ、特に作業者がＨ
型建枠１を持ち運ぶ際や、既に設置されたＨ型建枠１の上に別のＨ型建枠１を作業者が持
ち上げる際のバランスが保たれる。これにより作業性の向上が図られる。また、Ｈ型建枠
１は、各脚柱材４、４の高さ寸法Ｌ１を１７７５ｍｍとし、連結具４０を含めた枠高さ寸
法を１８００ｍｍとすることで、作業者が一対の脚柱材４、４間を通過し易いように構成
され、作業性の向上が図られる。さらに、各脚柱材４、４の横架材５から上側係止具４１
までの寸法Ｌ２を１０５５ｍｍとすることで、手摺り高さ（手摺り材７の設置位置）が足
場板３の上方、概ね１０００ｍｍとされ、手摺り高さ（手摺り材７の設置位置）を作業員
の腰の位置近傍にすることができるから、作業員の落下を防止することができ、安全性の
向上を図ることができる。また、手摺りブレース２は、一対の筋かい材８、８を有して構
成されていることで、手摺り材７と足場板３の間から作業者が落下する可能性が低くなり
、従来技術の如く２枚の手摺枠を上下に設置せずとも作業者の安全を確保することができ
る。
【００２７】
（第２実施形態）
　次に、本考案の第２実施形態に係るＨ型建枠１１（足場用建枠）について、図８を参照
して説明する。図８に示された第２実施形態に係るＨ型建枠１１は、図８に示すように、
一対の脚柱材４、４（一対の縦材）と、一対の脚柱材４、４を連結する横架材１５と、補
強材１６と、を有して構成されている。第２実施形態に係るＨ型建枠１と第１実施形態に
係るＨ型建枠１とが異なる点は、一対の脚柱材４、４間の寸法の違いにある。即ち、横架
材１５の軸寸法が、第１実施形態の横架材５の軸寸法より長くなるように形成され、第２
実施形態に係るＨ型建枠１１は、一対の脚柱材４、４間の寸法Ｌ１５が６００ｍｍと成る
ように形成されている。これによれば、上述した第１実施形態と略同様の効果が奏される
。
【００２８】
（第３実施形態）
　次に、本考案の第３実施形態に係るＨ型建枠２１（足場用建枠）について、図９を参照
して説明する。図９に示された第３実施形態に係るＨ型建枠２１は、図９に示すように、
一対の脚柱材４、４（一対の縦材）と、一対の脚柱材４、４を連結する横架材２５と、補
強材２６と、を有して構成されている。第３実施形態に係るＨ型建枠２１と第１実施形態
に係るＨ型建枠１とが異なる点は２つある。１つは、一対の脚柱材４、４間の寸法の違い
にある。即ち、横架材２５の軸寸法が、第１実施形態の横架材５の軸寸法より長くなるよ
うに形成され、第３実施形態に係るＨ型建枠２１は、一対の脚柱材４、４間の寸法Ｌ２５
が８５０ｍｍと成るように形成されている。残り１つは、補強材２６の形状の違いにある
。補強材２６は、一対のＬ部材２６０、２６０から構成されている。各Ｌ部材２６０は、
上端が横架材５に固着され下端が下方に延びる直線部２６０Ａと、上端が直線部２６０Ａ
の下端に連続されて下端４ｂ端が脚柱材４、４に固着される曲げ部２６０Ｂと、直線部２
６０Ａと各脚柱材４間に架け渡される水平材２６１と、を有して構成されている。このよ
うな補強材２６は、上述した第１、第２実施形態の補強材６、１６に比して、半円弧部６
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Ｂがない分だけ、足場板３から横架材２５までの高さ寸法を確保することができ、作業者
が、頭をぶつける懸念無く、足場板３と横架材２５との間を通過することができるから、
作業性の向上が図られる。
【００２９】
　前述した実施形態は本考案の好ましい形態を示したに過ぎず、本考案は、これら実施形
態に限定されるものではない。即ち、当業者は、従来公知の知見に従い、本考案の骨子を
逸脱しない範囲で種々改変して実施することができる。かかる改変によってもなお本考案
の足場用建枠の構成を具備する限り、勿論、本考案の範疇に含まれるものである。
【符号の説明】
【００３０】
１、１１、２１　Ｈ型建枠（足場用建枠）
４　　　　　　　脚柱材（縦材）
５、１５、２５　横架材
６、１６、２６　補強材
１０　　　　　　足場構造
Ｂ　　　　　　　建築物

【図１】 【図２】
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